
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人電子航法研究所の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬等についての基本方針に関する事項

　① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２０年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,572 11,064 4,923
1,328

257
（地域手当）
（通勤手当）

＊

千円 千円 千円 千円

14,996 9,408 4,186
1,129

273
（地域手当）
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

13,807 8,736 3,887
1,048

136
（地域手当）
（通勤手当）

3月31日

千円 千円 千円 千円

2,980 2,980 0 0
（　　　 　）

注１：「地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給されているものである。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に付している。

　　

改定なし

改定なし

就任・退任の状況
役名

該当者なし

特別手当について、理事長が必要と認めるときは、職務実績に応じ増額又
は減額する。退職手当について、国土交通省独立行政法人評価委員会が
業績に応じ業績勘案率を決定し、退職手当の額を決定する。

改定なし

改定なし

前職

法人の長

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立
　　　行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

その他（内容）

理事
（　　1人）

監事
（　　1人）

監事
（非常勤）
（　　1人）



３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に付している。
　　

法人での在職期間

　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立
　　行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

摘　　要

法人の長

理事

監事



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

勤務成績に基づき昇給対象者を選定。

勤務成績に基づき勤勉手当の支給率を加減。

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

中期計画における「人事に関する計画」のもと、人件費の最適な配分
に努める。なお、「人事に関する計画」では、業務処理を工夫するとと
もに業務内容及び業務量に応じて適正に人員を配置することとしてお
り、これに基づき人件費の総額の抑制・管理に努めていくこととしてい
る。

独立行政法人通則法第６３条第３項の規定に基づき職員給与
の支給基準を社会一般情勢に適合したものとするため、人事
院勧告等を勘案し、決定することとしている。

改定なし

賞与：勤勉手当
（査定分）

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

俸給

制度の内容

勤務成績に応じて下記２項目について給与に反映することとし
ている。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 42.4 8,349 6,145 116 2,204
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 41.4 6,923 5,057 137 1,866
人 歳 千円 千円 千円 千円

33 42.7 8,824 6,508 109 2,316

人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -

事務職員

区分

常勤職員

うち所定内

任期付職員

研究職員

研究職員

注２：在外職員、再任用職員及び非常勤職員については、該当者がないため、表を省略した。

人員 うち賞与平均年齢
平成２０年度の年間給与額（平均）

総額

注３：常勤職員の表中の医療職種及び教育職種については該当者がないため、表を省略した。
注４：任期付職員については、該当者が１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそ
　　　れのあることから、人数以外は記載していない。

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。



②

（事務・技術職員）

注２：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（研究職員）

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除
く。以下、⑤まで同じ。〕

注：４名以下の区分については、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、第１分
　　位及び第３分位の項目については表示していない。

注１：２名以下の区分については、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均
　　　額については表示していない。４名以下の区分については、当該個人に関する情報が特定され
　　　るおそれのあることから、第１分位及び第３分位の項目については表示していない。
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（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

本部課長 2 - - - -

本部係長 6 35.7 5,101 5,293 5,578

（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

本部課長 7 52.4 10,687 11,203 11,490
主任研究員 17 40.1 7,948 8,202 8,863
研究員 6 32.0 5,081 5,255 5,550

注：課長のグループの該当者は２名のため、当該個人に関する情報が特定されるお
　　それのあることから、平均年齢以下の項目については記載していない。

平均分布状況を示すグループ

注：「本部課長」には、本部課長相当職である「上席研究員」を含む。

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ

人員 平均年齢



③  職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務職員／研究職員）

（事務・技術職員）

区分 計 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

11 1 1 2 1 6 該当者なし
（割合） （9.1%） （9.1%） （18.2%） （9.1%） （54.5%） （    %）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

37～34　　

千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,112～
3,428

千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,670～
4,784

区分 計 １級

標準的
な職位

人 人

該当者なし
（割合） （　　%）

歳

千円

千円

（研究職員）

区分 計 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

33 1 8 10 8 6 該当者なし
（割合） （ 3.0%） （24.2%） （30.3%） （24.2%） （18.2%） （　 　　%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

56～47　　 58～37　　 49～33　　 35～29　　
千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,991～7,914 7,859～5,878 6,833～4,078 4,367～3,283

千円 千円 千円 千円 千円 千円

12,413～
10,687

10,606～
8,020

9,025～5,715 6,040～4,485

係長

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

係員

係員

課長 課長 課長補佐 課長補佐

研究企画統括 上席研究員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年齢（最高
～最低）

注：６級の該当者が１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年
　　齢（最高～最低）」以下の事項については記載していない。

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

注：３級以外の各級の該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
　　あることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項については記載していない。

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

研究員 研究員主幹研究員 主任研究員



④ 賞与（平成２０年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

該当者なし 該当者なし 該当者なし

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 該当者なし 該当者なし 該当者なし

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

65.3 68.0 66.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.7 32.0 33.3

％ ％ ％

         最高～最低 37.5～32.7 34.4～29.8 34.4～31.2

（研究職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

61.0 64.2 62.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.0 35.8 37.3

％ ％ ％

         最高～最低 45.6～33.3 41.9～30.4 43.7～31.8

％ ％ ％

65.0 67.9 66.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.0 32.1 33.4

％ ％ ％

         最高～最低 37.5～32.4 34.4～29.1 35.9～30.9

⑤ 職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務職員／研究職員)

（事務・技術職員）

109.3

101.5

（研究職員）

105.6

104.3

注：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」にお
　　いては、すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合
　　の給与水準を１００として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院
　　において算出。

区分

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

対国家公務員（研究職）

対他法人（研究職員）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

対他法人（事務職員）

対国家公務員（行政職（一））

区分

管理
職員



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １１０．１

参考 学歴勘案　　　　　　 １０８．８

地域・学歴勘案　　　１０９．７

○研究職員

地域勘案　　　　　　 １０７．３

参考 学歴勘案　　　　　　 １０４．７

地域・学歴勘案　　　１０６．３

　平成２２年度に見込まれる対国家公務員指数　年齢勘案１０４．２　年齢・地
域・学歴勘案１０５．２　・俸給、諸手当等給与水準は国家公務員の給与に準
じて定めているところであり、上記指数を目標としつつ引き続き国に準じた適
正な取組を行う。

　当所の支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合は、４０％、管理職の割合については事務・技
術職員は１８．２％、研究職員は８１．８％、大卒以上の高学歴者の割合は事務・技術職員が４５．５％、研
究職員は９０．９％となっている。管理職割合については、非常に少ない職員の中から高度な専門的知識・
能力を持つ者を登用しており改善の余地は少ないが、適正な水準とすべく人数構成比率の見直しを検討
していくこととしたい。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

項目

内容

指数の状況

対国家公務員　　１０９．３

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　８６％
（国からの財政支出額　１，７２７，０００千円、支出予算の総額　２，０１０，０００
千円：平成20年度予算）

【検証結果】中期計画及び整理合理化計画に基づき、これまで同様適正な
財政支出に努める。

講ずる措置

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　当所は、研究開発業務に係る高度な専門的知識・能力を持つ者に対し
て、国に準拠した当所の給与規程に基づき管理職手当を支給しているが、
支給対象者の割合について、国の研究職が７６．１％であるのに対し、当所
研究職員は職務の専門性等からⅠ種試験合格者相当の研究員が多いこと
もあって調査対象３３名中２７名（８１．８％）となっていることが、対国家公務
員指数を上げる要因となっている。
　また、当所は職務の専門性から高い学歴の研究者が多く、国の研究職の
大学院修了者が７０．３％に対し、当所研究職員は７８．８％となっており、そ
れに応じて給与が高くなっていることも対国家公務員指数を上げる要因と
なっている。

項目

【累積欠損額について】
累積欠損額０円（平成１9年度決算）

【検証結果】該当ありません。

内容

指数の状況

対国家公務員　　１０５．６

　平成２２年度に見込まれる対国家公務員指数　年齢勘案１０１．０　年齢・地
域・学歴勘案１０１．２　・俸給、諸手当等給与水準は国家公務員の給与に準
じて定めているところであり、上記指数を目標としつつ引き続き国に準じた適
正な取組を行う。

　給与水準の適切性の
　検証（事務・技術職員
　及び研究職員）

　当所は非常に少ない職員数で研究開発等事業を効率的かつ確実に運営
するために専門的な知見・能力を必要となることから本府省職員との人事交
流を行っているが、当該職員に設定している行政職俸給表（一）の本府省職
員の平均給与月額が国家公務員全体の行政職俸給表（一）の平均給与月
額よりも１．１倍と高くなっていることが、対国家公務員指数を上げる要因と
なっている。
　また、対国家公務員指数が年齢階層を４歳毎に区切って階層毎の平均給
与額を基準としているところ、当所における各年齢階層の最上位年齢者が
調査対象者１１名中４名、上位年齢者も４名と高い割合になっていることも対
国家公務員指数を上げる要因となっている。

講ずる措置



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

606,377 564,683 557,902 554,832

△6.9% △8.0% △8.5%

△6.9% △8.7% △9.2%

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし。

人件費削減率
（％）

「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組の状況

68,408

　１）主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組に関する事項
　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、前中期目標期間の最終年
　度予算を基準として、本中期目標期間の最終年度までに国家公務員に準じた人件費削減の
　取組を行う。また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進め
　る。（対象は給与・報酬等支給総額で今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分は除く）
　２）法人が中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見
　 　直しの方針
　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、前中期目標期間の最終年
　度予算を基準として、本中期目標期間の最終年度までに５％以上削減する。また、国家公務
　員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進める。（対象は給与・報酬等支
　給総額で今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分は除く）

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

注４：基準年度の給与、報酬等支給総額については、端数処理が単位未満切り捨てとなるた
　　　め、昨年度公表金額６１２，５８３千円を６１２，５８２千円へ修正。

注１：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）
　　　による人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であ
　　　る。なお、平成18年、平成19年、平成20年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率
　　　はそれぞれ0％、0.7％、0％である。

注２：競争的研究資金又は研究開発独立行政法人の受託研究若しくは共同研究のための民間
　　　からの外部資金又は国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員、運営費交
　　　付金により雇用される任期付研究者のうち、国策上重要な研究課題（第三期科学技術基
　　　本計画（H18.3.28閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術をいう。）に従事
　　　する者及び若手研究者（平成17年度末において37歳以下の研究者をいう。）を削減対象
　　　人件費の範囲から除いているため、Ⅲ表の「給与、報酬等支給総額」と削減対象人件費の
　　　金額とが異なることとなる。

人件費削減率（補正値）
（％）

注３：注２の任期付研究者及び任期付職員の人件費を総人件費改革に係る削減対象人件費の
　　　範囲から除く前の「給与、報酬等支給総額」（削減対象人件費）は基準年度（平成17年度）
　　　６１２，５８２千円、平成18年度５７１，１６１千円及び平成19年度５７２，０５９千円であった。

85,040

(8.9%)836,871 811,109 25,762

65,167 (30.5%) 23,881

3,3333,590

97,505 9,601

比較増△減

564,757 (△1.3%)
給与、報酬等支給総額

572,059

中期目標期間開始時（平成
18年度）からの増△減

福利厚生費

区　　分

47,598
退職手当支給額

(80.0%)

-6,404 (△1.1%)

107,106

-7,302

(9.8%)

非常勤役職員等給与

　給与・報酬等支給総額の対前年比については1.32％と微減となっており、主な要因としては定
年退職者に代わって若年層を採用したことによる新陳代謝があげられる。最広義人件費の対前
年度比は3.2％増となっており、主な要因としては退職者数増があげられる。

(4.3%)

19,873 (39.0%)

79,968

最広義人件費
(3.2%)

76,378 (4.7%)


